
　

夫
の
脱
サ
ラ
や
失
業
等
に
伴
っ
て
専
業

主
婦
は
年
金
の
資
格
変
更
を
義
務
付
け
ら

れ
て
い
る
の
だ
が
、届
け
出
な
し
の
事
例

が
山
積
み
し
て
い
る
。政
府
・
厚
労
省
の
対

応
は
二
転
三
転
の
末
、よ
う
や
く
法
案
提

出
へ
漕
ぎ
着
け
た
。

約
50
万
人
へ“
過
払
い
”

　

1
9
8
6
年
度
か
ら「
基
礎
年
金
」制
度

が
導
入
さ
れ
、専
業
主
婦（
ご
く
一
部
は
専

業
主
夫
）も
国
民
年
金
に
加
入
し
、基
礎
年

金
を
受
け
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

た
だ
し
、専
業
主
婦
に
は
自
分
名
義
の

所
得
は
な
く
、夫
を
含
む
被
用
者
全
体
で

保
険
料
を
負
担
す
る
仕
組
み
に
さ
れ
た（
自

営
業
者
ら
1
号
、被
用
者
2
号
、専
業
主
婦

ら
3
号
。表
参
照
）。

　

3
号
の
資
格
を
失
う
機
会
も
多
々
あ
る
。

　

①
夫
が
自
営
業
に
転
身
あ
る
い
は
失
業

②
離
婚
し
て
無
職
あ
る
い
は
パ
ー
ト
勤
め

③
妻
の
パ
ー
ト
収
入
が
年
間
1
3
0
万
円

を
超
え
た
④
夫
が
年
金
を
受
給
、妻
は
60

歳
未
満
。い
ず
れ
も
妻
は
3
号
か
ら
1
号

に
資
格
が
変
わ
り
、市
町
村
の
窓
口
に
届

け
出
た
う
え
保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
無
意
識
、
意
図
的
、
経
済

的
困
難
な
ど
、推
定
さ
れ
る
理
由
や
事
情

は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、未
納
者
が
続
出
し
、

チ
ェ
ッ
ク
体
制
も
長
い
間
不
十
分
だ
っ
た
。

　

厚
労
省
の
調
査
で
は
、現
時
点
で
推
定

47
・
5
万
人
が
本
来
よ
り
高
い
年
金
を
受

給
、あ
る
い
は
将
来
的
に
受
け
取
る
見
込

み
だ（
受
給
者
5
・
3
万
人
、被
保
険
者
42
・

2
万
人
）。受
給
者
で
は
1
人
当
た
り
の

誤
っ
た
記
録
の
平
均
は
約
6
・
8
カ
月
、最

長
は
1
2
8
カ
月
、被
保
険
者
で
は
同
23
・

5
カ
月
、同
2
2
4
カ
月
と
い
う（
4
月
11

日
発
表
）。

　「
臭
い
モ
ノ
に
フ
タ
」式
の
奇
策

　

厚
労
省
年
金
局
は「
届
出
義
務
を
承
知

し
な
か
っ
た
方
が
大
半
で
は
な
い
か
」「
行

政
努
力
が
不
十
分
で
あ
っ
た
」な
ど
の
理

由
で
、未
納
期
間
を
納
付
し
た
形
に
扱
う

「
運
用
3
号
」と
い
う
対
応
を
ひ
ね
り
出
し

た
。い
わ
ば
借
金
棒
引
き
策
は「
年
金
記
録

回
復
委
員
会
」に
諮
っ
た
だ
け
で
、一
課
長

の
通
知
に
よ
り
今
年
1
月
1
日
か
ら
実
施

さ
れ
た（
3
月
で
廃
止
）。　

　

一
連
の
経
緯
は
じ
つ
に
不
可
思
議
だ
。

　

累
計
1
9
1
3
万
人
は
1
号
へ
の
変
更

を
届
け
出
た
。そ
の
ル
ー
ル
遵
守
者
と
ル
ー

ル
違
反
者
の
年
金
は
同
額
で
よ
い
の
か
。

経
済
的
に
苦
し
く
全
額
免
除
や
半
額
免
除

■
主
婦
の
年
金

宮
武 

剛 

の  

社
会
保
障  

言 

論

「
あ
げ
る
」意
識
と

「
も
ら
う
」意
識
の
合
併
症

「
あ
げ
る
」意
識
と

「
も
ら
う
」意
識
の
合
併
症



■
宮
武  

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

早
稲
田
大
学
政
経
学
部
卒
。毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、埼
玉
県

立
大
学
教
授
を
経
て
、 

現
在
、目
白
大
学
教
授
。

近
刊
に『
現
代
の
社
会
福
祉
　
1
0
0
の
論
点
』（
監
修
・
共
著
、全
国

社
会
福
祉
協
議
会
刊
）。

の
申
請
者
は
年
金
を
減
額
さ
れ
、運
用
3

号
の
方
が
年
金
額
は
高
く
な
る
。

　
「
政
治
主
導
」を
掲
げ
る
長
妻
昭
・
前
厚

労
相
か
ら
現
在
の
細
川
律
夫
・
厚
労
相
ら

は
、こ
の
対
応
策
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
、

知
っ
て
い
て
事
務
方
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
た

の
か
。

　

世
論
の
猛
反
発
を
受
け
て
、細
川
厚
労

相
と
民
主
党
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
は
新
た

な
方
針
を
打
ち
出
し
た
。ポ
イ
ン
ト
は
①

法
律
の
制
定
で
対
処
す
る
②
被
保
険
者

（
20
～
60
歳
未
満
）も
受
給
者
も
保
険
料
未

納
期
間
を「
カ
ラ
期
間
」扱
い
に
す
る（
加

入
期
間
に
参
入
す
る
が
、年
金
額
に
は
反

映
さ
せ
な
い
）③
い
ず
れ
も
保
険
料
を
追

納
可
能
に
す
る（
現
在
は
直
近
2
年
間
の

み
追
納
を
同
10
年
間
に
延
長
）な
ど
。

過
払
い
の
減
額
、返
還
の
是
非

　

こ
の
方
針
に
沿
っ
た
法
律
案
が
国
会

の
会
期
末
に
提
出
さ
れ
る
が
、紛
糾
は
必

至
だ
。

　

最
難
問
は
受
給
者
に
対
し
、い
っ
た
ん

公
式
に
認
め
た
年
金
の
減
額
と
過
払
い
分

の
返
還
は
可
能
か
ど
う
か
。

　

受
給
者
に
は
減
額
の
う
え
過
去
5
年
分

の
過
払
い
分
返
還
を
求
め
る
方
針（
5
年

超
は
時
効
扱
い
）。た
だ
し
、住
民
税
非
課

税
者
に
は
返
還
を
求
め
ず
、約
5
・
3
万
人

の
88
％
は
返
還
を
免
れ
る
。返
還
対
象
者

と
な
る
の
は
12
％（
約
6
4
0
0
人
）だ
け

と
な
る
。老
齢
基
礎
年
金
を
減
額
さ
れ
、毎

月
、過
払
い
分
を
返
還
し
て
い
く
が
、減
額
・

返
還
分
の
合
計
額
は
現
在
の
受
給
額
の
1

割
分
に
と
ど
め
る
、と
い
う
。

　

や
は
り
大
幅
な
借
金
棒
引
き
に
違
い
な

い
。そ
れ
で
も
返
還
対
象
者
か
ら
訴
訟
が

起
き
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

国
会
審
議
の
行
方
は
ま
だ
読
め
な
い
が
、

こ
の
ド
タ
バ
タ
劇
は
い
っ
た
い
、何
を
教

え
た
の
か
。

　
「
国
民
皆
年
金
」を
普
及
・
定
着
さ
せ
る

た
め
専
業
主
婦
も
保
険
料
納
付
な
し
に
制

度
に
加
入
さ
せ
た
。し
か
し
、負
担
感
が
な

い
ゆ
え
に
年
金
は「
も
ら
う
」も
の
と
の
意

識
が
広
が
り
深
ま
っ
た
。こ
の
裏
返
し
で

政
府
・
厚
労
省
側
に
は
年
金
を「
あ
げ
る
」

意
識
が
つ
き
ま
と
う
。

　
「
運
用
3
号
」問
題
は
、ま
さ
に
象
徴
的

で
、「
も
ら
う
」側
に
は
制
度
や
手
続
き
へ
の

関
心
が
薄
く
、「
あ
げ
る
」側
は
ル
ー
ル
の
周

知
・
徹
底
や
資
格
変
更
等
の
点
検
を
欠
い

た
う
え
、い
っ
た
ん
は
加
入
者
全
体
の
年

金
資
産
を
勝
手
に
使
う
方
策
へ
走
っ
た
。

　

こ
の
深
刻
な“
合
併
症
”を
根
本
的
に

治
療
す
る
た
め
、負
担
と
給
付
が
連
動
し
、

保
険
者
も
被
保
険
者
も
受
給
者
も
、常
に

緊
張
感
を
保
て
る
制
度
改
革
に
迫
ら
れ

て
い
る
。

表　国民年金制度の被保険者数等

被保険者
区　分

第 1号

第 2号

第 3号

合　計

①被保険者数

1,985 万人

3,780 万人

1,021 万人

6,874 万人

②老齢基礎年金等
受給権者数

2,765 万人

老齢年金
平均受給月額

5.8 万円

保険料
（2011年 4月）

1 万 5,020 円

※厚労省資料から抜粋、2010年 3月末時点
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